
 

平成３０年度  兵庫県立視覚特別支援学校高等部生徒募集要項 

 

１ 募集定員 

本 科(普通科・保健理療科) 若干名 

 専攻科(理療科・保健理療科)  若干名 

※ただし各科定員は「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成 

施設認定規則」による。 

 

２ 教育目標 

（１）一人一人の特性に応じた効果的な教育を行い、「独立、自立、創造」の精神を全う 

させる。      

（２）幼児児童生徒一人一人が、充実した学校生活を送ることで、いきいきと生きる力を伸

ばし、社会の一員として主体的に生活を営む力を育成する。                                  

 

３ 教育課程上の特色 

本 科 普通科  

中学部・中学校の教育の成果をもとに、高等学校普通科の教育に準ずる教育を行う。 

学力の向上を図ると共に社会人として自立するための知識・技能・態度を養う。障害を

併せ有する生徒については、個々の障害に応じた社会的自立に向けた指導を行う。 

本 科 保健理療科  

普通科の学習とあわせて、あん摩マッサージ指圧等に関する知識・技能を習得し、将来

これらの職業に従事するための資質を養う。 

専攻科 理療科 

はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧等に関する東洋医学の専門的な知識・技能を習 

得し、将来これらの職業に従事するための資質を養う。 

専攻科 保健理療科 

あん摩マッサージ指圧等に関する東洋医学の専門的な知識・技能を習得し、将来これ 

らの職業に従事するための資質を養う。 

 

４ 修業年限 

  本 科・専攻科ともに 3 年 

 

５ 出願資格 

本 科（次の各号のすべてに該当する者） 

（１）両眼の矯正視力がおおむね０．３未満の者、または視力以外の視機能障害が高度な

者のうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可

能又は著しく困難な程度の者及び教育上特別な配慮を要する者。 

（２）平成 30 年 3 月末日までに特別支援学校中学部若しくは中学校を卒業する見込みの

者又は卒業した者、もしくは文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上

の学力があると認められた者。  

（３）兵庫県に住所を有する者、ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。   

 



専攻科 （次の各号のすべてに該当する者） 

（１）両眼の矯正視力がおおむね０．３未満の者、または視力以外の視機能障害が高度な

者のうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可

能又は著しく困難な程度の者及び教育上特別な配慮を要する者。 

（２）特別支援学校の高等部本科又は高等学校を卒業した者若しくは平成 30 年 3 月末 

日までに卒業見込みの者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上

の学力があると認められた者。   

（３）兵庫県に住所を有する者、ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。  

                                  

６ 出願期間及び志願変更 

    出願は１校１学科に限る。兵庫県立特別支援学校の学校又は学科の間の併願はできない。 

１（当  初） 平成 30 年 01 月 22 日（月）09：00 ～ 1 月 26 日（金） 正午 

１志願変更  平成 30 年 01 月 29 日（月）09：00 ～ 2 月 01 日（木） 正午 

１（再募集） 平成 30 年 03 月 01 日（木）09：00 ～ 3 月 25 日（月） 正午 

  ※再募集は欠員がある場合のみ実施し、志願変更はできない。 

 

７ 提出書類 

  次に掲げる書類をとりまとめ出願期間内に本校事務室に提出する。 

  不明な場合等は、本校に問い合わせること。 

（１）入学願書（様式第１－１号又は様式第１－２号） 

（２）入学願副申書（様式第２－１号又は様式第２－２号） 

  ※出身学校長が作成する。 

  ※副申書の提出が困難な場合は、出身学校の卒業証明書及び身体障害者手帳の写に替え

ることができる 。                                                          

（３）調査書 

（４）住民票記載事項証明書（様式第５号） 

※平成 30 年 3 月卒業見込みの者は必要としない。 

※各市町で発行された様式でもよい。ただしマイナンバーの記載不可。 

（５）受検票（様式第６号） 

（６）健康診断書（様式第１２－１号又は様式第１２－２号） 

※平成 30 年 3 月卒業見込みの者は必要としない。    

（７）視覚障害診断書（様式第１３号） 

※本校校医又は眼科を設置する公的医療機関及び大学病院で発行されたものに限る。 

（８）兵庫県教育長の許可証（他府県から入学志願する者等特別な事情のある者）                                  

※許可証に伴う事務手続きは、１月４日(水)午前９時から１月１７日(水)正午までの間、

県教育委員会事務局特別支援教育課において行う。 

 

８ 学力検査日 

  （当  初） 平成 30 年 2 月 21 日（水）8：40（受付開始）～ 

１（再募集） 平成 30 年 3 月 27 日（水）8：40（受付開始）～ 

 

９ 検査場所 

兵庫県立視覚特別支援学校 （山陽電鉄「滝の茶屋」駅から北西約 500ｍ） 



 

10 検査内容等 

（１） 本 科   

  ア 普 通 科        検査Ⅰ（作文・国各 30 分） 

検査Ⅱ（英・社各 30 分） 

ア 普 通 科  学力検査…検査Ⅲ（理 30 分）  

検査Ⅳ（数 30 分）  

面接 

    

イ 保健理療科       検査Ⅰ（作文・国各 30 分） 

検査Ⅱ（英・社各 30 分） 

    イ 保健理療科  学力検査…検査Ⅲ（理 30 分）  

検査Ⅳ（数 30 分）  

適性検査・面接 

 

（２）専攻科   

  ア 理 療 科  学力検査  検査Ⅰ（小論文 60 分） 

検査Ⅱ（人文学系 60 分) 

  ア 理 療 科  学力検査…面接  

検査Ⅲ（自然科学系 60 分） 

適性検査 

     

イ 保健理療科 学力検査…検査Ⅰ（小論文 60 分） 

検査Ⅱ（人文学系 60 分） 

  ア 理 療 科  学力検査…面接  

検査Ⅲ（自然科学系 60 分） 

適性検査 

 

（３）本科普通科Ｂ・Ｃコースの学力検査等  

Ｂコース     適性検査Ⅰ（６0 分） 

適性検査Ⅱ（40 分） 

面接  

 

        Ｃコース     面接（10 分） 

検査Ⅰ（15 分） 

検査Ⅱ（15 分＋30 分)   

 

    ※学力検査については事前に点字、墨字のいずれで受検するか届け出る。 

    ※専攻科の学力検査の内容は、高等学校卒業程度の一般教養とする。 

 

11  持ち物 

受検票・昼食・筆記用具・うわばき等 

 



12  合格者発表 

（当  初）平成 30 年 02 月 28 日(水) 10：00～10：30 

（再募集）平成 30 年 0３月１３日(火) 10：00～10：30 

  ※ 本校玄関に掲示する。 

 

13  再募集について 

欠員がある場合のみ実施する。 

１１出 願 期 間 平成 30 年 03 月 01 日（木）09：00 ～ 3 月 05 日（月）正午 

１１学力検査日 平成 30 年 03 月 07 日（水）08：40（受付開始）～  

１１合格者発表 平成 30 年 03 月 13 日（火）10：00 ～ 10：30 

 

14  学力検査の成績の簡易開示について 

（１）開示する個人情報 

入学者選考での学力検査の受検者本人の各教科別得点 

（２）開示請求の期間 

（当  初） 平成 30 年 03 月 01 日(木)09：00 ～ 03 月 30 日(金) 16：30 

（再募集） 平成 30 年 03 月 14 日(水)09：00 ～ 04 月 13 日(金) 16：30 

          （ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日は除く。） 

（３）開示請求場所 

兵庫県立視覚特別支援学校 

（４）本人であることの確認 

    ① 受検票 

    ② 生徒証明書又は健康保険証など、本人であることを確認できる書類 

 

＜問い合わせ＞ 

                          兵庫県立視覚特別支援学校  

                          〒655-0884 神戸市垂水区城が山 4 丁目 2 番 1 号 

 Tel（078）751－3291   Fax  （078）751－3254 


